
参考資料５
水稲共済における共済金支払までのフロー

水稲共済の補償対象期間：本田移植期から収穫期

①組合員等 災害の発生 （発生の都度）
（農家）

（損害通知）

現地評価 （収穫期）
（検見）

②組合等 現地評価
（抜取り）

損害高の取りまとめ

現地評価（抜取り（一般
③連合会 に組合等が抜取り評価を

実施するほ場と異なるほ
場で抜取り ）及び損害）
高の取りまとめ

④農林水産省 審査
（損害高の最終認定）

⑤連合会 再保険金の受領

⑥組合等 保険金の受領

⑦組合員等 共済金の受領
（農家）

全ての被害耕地を検見

（主に目視）により収量

把握

一部抽出した被害耕地を

実測（坪刈り）により収

量把握



家畜共済の補償対象期間：原則１年

①　組合員等
　　　（農家）

②　組合等

③　連合会

　　　①’連合会

　　　②’農林水産省

④　組合員等
　　　（農家）

　　　③’連合会

　　　④’組合

家畜共済の病傷事故における共済金支払いまでのフロー

事故（病気）の発生
共済金請求

診療点数に基づいた
損害額の取りまとめ

獣医師
診療

診療費

適正な病傷事故給付のための審査
（診断書等により実施）

再保険金の受領

保険金の受領

共済金の受領

診断書等

再保険金請求書
の審査

現地確認
（発生件数の１０％以上）

共済金の支払 保険金の請求

保険金請求書
の審査

損害額の決定


